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50 条中の欠格条項が削除されたことに伴い、麻薬取扱者及び向精神薬営業者

の免許申請書から後見開始の審判に関する確認欄を削ったこと。 

 ２ 薬機則第６条に規定する薬局開設の許可等の更新申請時において、申請者が

精神の機能の障害により業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び

意思疎通を適切に行うことができないおそれがある者である場合は、当該申

請者に係る精神の機能の障害に関する医師の診断書を添付しなければならな

いものとすること。 

 ３ その他所要の改正を行うこと。 

 

第３ 経過措置 

 規則の施行の際限にある規則による改正前の様式により使用されている書類は、

規則による改正後の様式によるものとみなすものとすること。 

 規則の施行の際限にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを

取り繕って使用することができるものとすること。 

 

第４ 施行期日 

 規則は、法附則第１条第２号に掲げる規定の施行の日（令和元年 12 月 14 日）か

ら施行するものとすること。 

以上 



令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報 (分冊の)

〇
厚
生
労
働
省
令
第
七
十
号

成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
（
令

和
元
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締

法
施
行
規
則
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
元
年
十
一
月
十
八
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信



（別添）



麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
及
び
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
三
条
第
三
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
一
条
の
二

法
第
三
条
第
三
項
第
四
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
麻
薬

取
扱
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
者
と
す
る
。

第
一
条
の
二

法
第
三
条
第
三
項
第
五
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
麻
薬

取
扱
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き

な
い
者
と
す
る
。

（
法
第
五
十
条
第
二
項
第
二
号
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

（
法
第
五
十
条
第
二
項
第
二
号
ホ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
十
四
条
の
二

法
第
五
十
条
第
二
項
第
二
号
ニ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ

り
向
精
神
薬
営
業
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二

法
第
五
十
条
第
二
項
第
二
号
ホ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ

り
向
精
神
薬
営
業
者
の
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う

こ
と
が
で
き
な
い
者
と
す
る
。

別
記
第
一
号
様
式
及
び
別
記
第
二
十
号
様
式
中「


後
見
開
始
の
審
判
を
受
け
て
い
る
こ
と

」
を
削
り
、

「

欄
か
ら

欄
」

を「

欄
か
ら

欄
」

に
改
め
、

「
、

欄
に
あ
つ
て
は

「
あ
る
」
と
」

を
削
る
。

（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
開
設
の
申
請
）

（
開
設
の
申
請
）

第
一
条

（
略
）

第
一
条

（
略
）

２

法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

法
第
四
条
第
二
項
第
六
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）が
法
第
五
条
第
三
号
イ
か

ら
ニ
ま
で
に
該
当
す
る
か
否
か
の
別

一

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。）が
法
第
五
条
第
三
号
イ
か

ら
ニ
ま
で
及
び
ホ
（
麻
薬
、
大
麻
、
あ
へ
ん
又
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
に
係
る
部
分
を
除
く
。）に
該
当
す
る
か

否
か
の
別

二
〜
六

（
略
）

二
〜
六

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

４

法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

法
第
四
条
第
三
項
第
四
号
ロ
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
〜
五

（
略
）

一
〜
五

（
略
）

六

都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
政

令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。）又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
六
項
、
第
六
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
の
六
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
厚
生

労
働
大
臣
が
特
定
販
売
の
実
施
方
法
に
関
す
る
適
切
な
監
督
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
の
概
要
（
そ
の
薬

局
の
営
業
時
間
の
う
ち
特
定
販
売
の
み
を
行
う
時
間
が
あ
る
場
合
に
限
る
。）

六

都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
地
域
保
健
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
政

令
で
定
め
る
市
（
以
下
「
保
健
所
を
設
置
す
る
市
」
と
い
う
。）又
は
特
別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て

は
、
市
長
又
は
区
長
。
第
六
項
、
第
六
条
及
び
第
十
五
条
の
六
第
四
号
に
お
い
て
同
じ
。）又
は
厚
生
労
働
大

臣
が
特
定
販
売
の
実
施
方
法
に
関
す
る
適
切
な
監
督
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
の
概
要
（
そ
の
薬
局
の
営

業
時
間
の
う
ち
特
定
販
売
の
み
を
行
う
時
間
が
あ
る
場
合
に
限
る
。）

５
・
６

（
略
）

５
・
６

（
略
）

令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



７

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特

別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し
て
業
務
に

支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
五
項
第
九
号
に
掲
げ
る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
条
第
三
号

ホ
及
び
ヘ
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

７

申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
都
道
府
県
知
事
（
そ
の
所
在
地
が
保
健
所
を
設
置
す
る
市
又
は
特

別
区
の
区
域
に
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
市
長
又
は
区
長
）
が
そ
の
役
員
の
職
務
内
容
か
ら
判
断
し
て
業
務
に

支
障
が
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
第
五
項
第
九
号
に
掲
げ
る
診
断
書
に
代
え
て
当
該
役
員
が
法
第
五
条
第
三
号

ホ
（
成
年
被
後
見
人
に
係
る
部
分
を
除
く
。
以
下
同
じ
。）及
び
ヘ
に
該
当
し
な
い
こ
と
を
疎
明
す
る
書
類
を
提

出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

８

（
略
）

８

（
略
）

（
薬
局
開
設
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

（
薬
局
開
設
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
六
条

（
略
）

第
六
条

（
略
）

２

前
項
に
お
い
て
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
同
じ
。）が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及
び

意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
精
神
の

機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
前
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
二
十
三
条

（
略
）

第
二
十
三
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
お
い
て
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
精
神

の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
同
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
製
造
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

（
製
造
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
三
十
条

（
略
）

第
三
十
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
お
い
て
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
精
神

の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
同
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
六

（
略
）

第
百
十
四
条
の
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
お
い
て
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
精
神

の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
同
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
製
造
業
の
登
録
の
更
新
の
申
請
）

（
製
造
業
の
登
録
の
更
新
の
申
請
）

第
百
十
四
条
の
十
三

（
略
）

第
百
十
四
条
の
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
お
い
て
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
精
神

の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
同
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報



（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

（
製
造
販
売
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
六

（
略
）

第
百
三
十
七
条
の
六

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
お
い
て
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
精
神

の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
同
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
製
造
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

（
製
造
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
百
三
十
七
条
の
十
三

（
略
）

第
百
三
十
七
条
の
十
三

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
お
い
て
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
精
神

の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
同
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
四
十
二
条

店
舗
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で（
同
条
第
八
号
及
び
第
九
号
を
除
く
。）

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
様
式
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
七
」と
、

第
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
八
」
と
、
第
七
条
第
十
号
中
「
医
薬
品
の
販
売

業
」
と
あ
る
の
は
「
店
舗
販
売
業
以
外
の
医
薬
品
の
販
売
業
」
と
、
同
条
第
十
一
号
中「
第
一
条
第
三
項
各
号
」

と
あ
る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
第
三
項
各
号
」
と
、
同
条
第
十
二
号
中
「
第
一
条
第
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
三
十
九
条
第
四
項
各
号
」
と
、「
除
く
。
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は

「
除
く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
二
条

店
舗
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で（
同
条
第
八
号
及
び
第
九
号
を
除
く
。）

の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
様
式
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
七
」と
、

第
六
条
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
八
」
と
、
第
七
条
第
十
号
中
「
医
薬
品
の
販
売
業
」
と

あ
る
の
は
「
店
舗
販
売
業
以
外
の
医
薬
品
の
販
売
業
」
と
、
同
条
第
十
一
号
中
「
第
一
条
第
三
項
各
号
」
と
あ

る
の
は
「
第
百
三
十
九
条
第
三
項
各
号
」
と
、
同
条
第
十
二
号
中
「
第
一
条
第
四
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
三
十
九
条
第
四
項
各
号
」
と
、「
除
く
。
第
十
六
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
」
と
あ
る
の
は
「
除

く
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
四
十
九
条

配
置
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
（
同
条
第
三
号
、
第
八

号
、
第
九
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。）の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中「
様
式
第
二
」

と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
七
」
と
、
第
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
八
」と
、

第
七
条
第
十
号
中
「
医
薬
品
の
販
売
業
」
と
あ
る
の
は
「
配
置
販
売
業
以
外
の
医
薬
品
の
販
売
業
」
と
、
同
条

第
十
一
号
中
「
第
一
条
第
三
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
八
条
第
二
項
第
八
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
と
読

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
四
十
九
条

配
置
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
及
び
第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
（
同
条
第
三
号
、
第
八

号
、
第
九
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。）の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中「
様
式
第
二
」

と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
七
」
と
、
第
六
条
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
八
」
と
、
第
七

条
第
十
号
中
「
医
薬
品
の
販
売
業
」
と
あ
る
の
は
「
配
置
販
売
業
以
外
の
医
薬
品
の
販
売
業
」
と
、
同
条
第
十

一
号
中
「
第
一
条
第
三
項
各
号
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
四
十
八
条
第
二
項
第
八
号
イ
か
ら
ニ
ま
で
」
と
読
み
替

え
る
も
の
と
す
る
。

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
五
十
五
条

卸
売
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
（
同
条
第
四
号
、
第
七
号
、第
八
号
、

第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。）の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
様
式
第
二
」

と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
七
」
と
、
第
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
八
」と
、

第
七
条
第
六
号
中
「
氏
名
、
住
所
及
び
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名
及
び
住
所
」
と
、
同
条

第
十
号
中
「
医
薬
品
の
販
売
業
」
と
あ
る
の
は
「
卸
売
販
売
業
以
外
の
医
薬
品
の
販
売
業
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

第
百
五
十
五
条

卸
売
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で
（
同
条
第
四
号
、
第
七
号
、第
八
号
、

第
十
一
号
及
び
第
十
二
号
を
除
く
。）の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
様
式
第
二
」

と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
七
」
と
、
第
六
条
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
七
十
八
」
と
、
第
七

条
第
六
号
中
「
氏
名
、
住
所
及
び
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名
及
び
住
所
」
と
、
同
条
第
十

号
中
「
医
薬
品
の
販
売
業
」
と
あ
る
の
は
「
卸
売
販
売
業
以
外
の
医
薬
品
の
販
売
業
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と

す
る
。

（
販
売
従
事
登
録
の
消
除
）

（
販
売
従
事
登
録
の
消
除
）

第
百
五
十
九
条
の
十

（
略
）

第
百
五
十
九
条
の
十

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

登
録
販
売
者
又
は
そ
の
法
定
代
理
人
若
し
く
は
同
居
の
親
族
は
、
当
該
登
録
販
売
者
が
精
神
の
機
能
の
障
害

を
有
す
る
状
態
と
な
り
登
録
販
売
者
の
業
務
の
継
続
が
著
し
く
困
難
に
な
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
登
録
を

受
け
た
都
道
府
県
知
事
に
そ
の
旨
を
届
け
出
る
も
の
と
す
る
。

（
新
設
）

５

（
略
）

４

（
略
）

令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報 



（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
七
十
八
条

高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
五
条

の
九
及
び
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
様
式
第
二
」と
あ
る
の
は「
様

式
第
八
十
九
」
と
、
第
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
九
十
」
と
、
第
十
五
条
の
九
第

一
項
中
「
登
録
販
売
者
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
七
十
八
条

高
度
管
理
医
療
機
器
等
の
販
売
業
者
等
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
五
条

の
九
及
び
第
十
八
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中
「
様
式
第
二
」と
あ
る
の
は「
様

式
第
八
十
九
」
と
、
第
六
条
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
九
十
」
と
、
第
十
五
条
の
九
第
一
項
中

「
登
録
販
売
者
と
し
て
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
二
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
修
理
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

（
修
理
業
の
許
可
の
更
新
の
申
請
）

第
百
八
十
五
条

（
略
）

第
百
八
十
五
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

第
一
項
に
お
い
て
申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。）が
精
神
の
機
能
の
障
害
に
よ
り
業
務
を
適
正
に
行
う
に
当
た
つ
て
必
要
な
認
知
、
判
断
及

び
意
思
疎
通
を
適
切
に
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
者
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
申
請
者
に
係
る
精
神

の
機
能
の
障
害
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
同
項
の
申
請
書
に
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

（
準
用
）

（
準
用
）

第
百
九
十
六
条
の
五

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で（
同
条
第
四
号
、

第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
除
く
。）の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中

「
様
式
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
九
十
四
の
三
」
と
、
第
六
条
第
一
項
中
「
様
式
第
五
」と
あ
る
の
は「
様

式
第
九
十
四
の
四
」
と
、
第
七
条
第
六
号
中
「
氏
名
、
住
所
及
び
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
」
と
あ
る
の
は
「
氏

名
及
び
住
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
百
九
十
六
条
の
五

再
生
医
療
等
製
品
の
販
売
業
者
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
か
ら
第
七
条
ま
で（
同
条
第
四
号
、

第
五
号
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
除
く
。）の
規
定
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
条
中

「
様
式
第
二
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第
九
十
四
の
三
」
と
、
第
六
条
中
「
様
式
第
五
」
と
あ
る
の
は
「
様
式
第

九
十
四
の
四
」
と
、
第
七
条
第
六
号
中
「
氏
名
、
住
所
及
び
週
当
た
り
勤
務
時
間
数
」
と
あ
る
の
は
「
氏
名
及

び
住
所
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
一
、
様
式
第
五
、
様
式
第
七
十
六
、
様
式
第
七
十
八
、
様
式
第
八
十
三
及
び
様
式
第
八
十
六
中「


後
見
開
始
の
審
判
を
受
け
て
い
る
こ
と

」

を
削
り
、

「

欄
か
ら

欄
」

を「

欄
か
ら

欄
」

に
改
め
、

「
、

欄
に
あ
つ
て
は
「
あ
る
」
と
」

を
削
る
。

様
式
第
九
、
様
式
第
十
一
、
様
式
第
十
二
、
様
式
第
十
四
、
様
式
第
六
十
三
の
二
、
様
式
第
六
十
三
の
四
、
様
式
第
八
十
六
の
二
、
様
式
第
八
十
七
、
様
式
第
九
十
、
様
式
第
九
十
一
、
様
式
第
九
十
三
、
様
式
第
九
十
四
の
二
及
び
様
式

第
九
十
四
の
四
中「


後
見
開
始
の
審
判
を
受
け
て
い
る
こ
と

」

を
削
り
、

「

欄
か
ら

欄
」

を「

欄
か
ら

欄
」

に
改
め
、

「
、

欄
に
あ
つ
て
は
「
あ
る
」
と
」

を
削
る
。

様
式
第
十
八
、
様
式
第
二
十
、
様
式
第
六
十
三
の
五
及
び
様
式
第
六
十
三
の
七
中 「


後
見
開
始
の
審
判
を
受
け
て
い
る
こ
と

H
a
v
in
g
receiv

ed
a
o
rd
er
fo
r

co
m
m
en
cem
en
t
o
f
g
u
a
rd
ia
n
sh
ip

」

を
削
り
、

「

欄
か
ら

欄
」

を「
欄
か
ら

欄
」

に
改
め
、

「
、

欄
に
あ
つ
て
は
「
あ
る
」
と
」

を
削
り
、

「

, 
, 
, 
a
n
d

」

を「

, 
, 
a
n
d

」

に
改
め
、

「


Y
es 」

を
削
る
。

様
式
第
六
中
「
又
は
成
年
後
見
人
」
を
削
る
。

令和元年月日 月曜日 (号外第号)官 報

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
成
年
被
後
見
人
等
の
権
利
の
制
限
に
係
る
措
置
の
適
正
化
等
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
附
則
第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。）に
よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
限
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。




	公布通知
	通知（本文）.pdf
	別添.pdf


